
※  流山市ホームページへの掲載資料  

協議結果報告書の作成について  
 

 開発行為・建築行為の協議結果報告書は「流山市開発事業の許

可基準等に関する条例」（以下「条例」という。）及び「流山市

開発事業の許可基準等に関する条例施行規則」（以下「 施行規

則」という。）に基づき、協議結果報告書（別記第１０号様式）

に関係書類を下記の順番にそろえて提出して下さい。また、協議

結果報告書の提出部数１部に加え、電子データ（ＣＤ－ＲＯＭ：

ＰＤＦ形式）を提出してください。なお、開発行為については、

協議結果報告書提出前に、「高低差処理の確認について ※」を提出

してください。  

 

１  関係各課との協議録  

 （１）協議録は開発行為事前協議回答書と対照できるように、

項目毎に課名、協議者名、協議年月日、協議内容及び協議結

果を記入してください。（Ａ３サイズ）また、議事録の記載

については、「関係各課との協議録作成の参考例 ※」をもとに

作成し、協議結果報告書提出までに関係各課の担当者に確認

を受けるとともに、宅地課にて確認を受けてください。  

 

２  事前協議手続において行った届出等の写し  

 （１）条例第１０条第２項の協議において担当課に届出等の手

続を行った場合は、その写しを報告書に添付してください。

（重複する図面については、添付不要です。届出等の写しの

後に添付する施行規則第９条第２項第４号から第１２号に掲

げる図書に図面を添付してください。）  

 （２）必要な届出等の写しについて協議結果報告書提出までに、

「協議結果報告書に必要な届出書の写しチェックシート ※」を

記入し、宅地課の確認を受けてください。  
 

３  施行規則第９条第２項第４号から第１２号に掲げる図書  

 （１）「協議結果報告書作成の注意事項について ※」を参考に、

必要な図面の作成を行い、協議結果報告書提出までに確認
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を受けてください。必要な図書は「協議結果報告書に必要

な届出書の写しチェックシート ※」を参考にしてください。  

 

 ・図面作成に当たっては、下表のとおり色分けしてください。  

上記以外については、適宜色分けする。 
 

 

４  その他掲載箇所  

 （１）事業者向け情報→都市計画・建築→宅地開発→開発事業

の手続き  

 

まちづくり推進部  宅地課  開発指導係  

０４（７１５０）６０８９ (直通 ) 

名 称  色 名 称  色 

事業区域  朱 雨水排水  青 

汚水排水  橙 給水 水色 

宅地 クリーム 資材搬入  赤 

拡幅道路 オレンジ 新設道路  茶 

ごみ収集場 グレー 電柱用地  紫 

植栽地  黄緑 公園・緑地・広場  緑 

防火水槽  青 調整池  水色 

集会所 ピンク 現況状況反映  薄い緑 

切土  薄い黄 盛土  薄い赤 

こちらに掲載されて

いる資料を参考に作

成してください。  

開発行為の場合は、協

議結果報告書提出前に

提出してください。  


